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１ 自己採点方式とは 

  自己採点方式とは、発注者が案件ごとに定める評価項目について入札者が自己採点

し、自己採点した結果を「自己採点表」に記入して入札時に発注者に提出します。発

注者は、入札者から提出された自己採点表の点数に福山市採点部分（簡易な施工計画

（簡易型のみ）など）がある場合はその点数を加算して技術評価点を算出します。こ

の技術評価点と入札価格を基に算出した評価値が最も高い者について、技術資料等の

審査を行うものです。 

 

２ 自己採点の対象 

(1) 簡 易 型：「簡易な施工計画」を除く評価項目 

(2) 特別簡易型：すべての評価項目 

 

３ 実施の時期 

  2022 年（令和 4 年）4 月 1 日以降に入札公告を行う総合評価方式の案件から適用。 

 

４ 自己採点方式の手順 

(1) 自己採点表の作成・提出について 

【簡易型の場合】 

① 入札者は、「自己採点表」及び技術資料の「簡易な施工計画」の様式を、福山市

役所建設政策課（契約担当）ＨＰの入札公告を掲載しているページからダウン

ロードします。 

② 「自己採点表」に必要事項を記入し、入札公告及び技術資料を基に各評価項目

（「簡易な施工計画」の項目を除く。）の自己採点を行い、その点数を「自己採

点表」に記入します。 

③ 技術資料の「簡易な施工計画」の様式には、「商号又は名称」等の記入と入札者

の技術的所見を記入します。 

④ 入札公告等で定められた方法で、指定の期日までに「自己採点表」及び「簡易

な施工計画」を発注者に提出します。 

【特別簡易型の場合】 

① 入札者は、「自己採点表」の様式を、福山市役所建設政策課（契約担当）ＨＰの



入札公告を掲載しているページからダウンロードします。 

② 「自己採点表」に必要事項を記入し、入札公告及び技術資料を基に各評価項目

の自己採点を行い、その点数を「自己採点表」に記入します。 

③ 入札公告等で定められた方法で、指定の期日までに「自己採点表」を発注者に

提出します。 

 

自己採点表の必要事項 

入札者の所在地、入札者の商号又は名称、入札者の代表者名、工事名及び工事場所 

 ※必要事項が記載されていない場合は、入札を無効とします。 

  

(2) 発注者の審査及び落札者の決定について 

① 提出された「自己採点表」の点数（簡易型の場合は、「自己採点表」の点数に、

発注者が採点した「簡易な施工計画」の部分を合わせた点数）である技術評価

点と入札価格を基に入札者全員の評価値を算出します。 

② 評価値の上位３者に対して、自己採点部分の技術資料（添付資料を含む。）の提

出を依頼します。 

③ ②により技術資料の提出を依頼した者の中で、評価値が最も高い者について、

提出された自己採点部分の技術資料を発注者が審査し、「自己採点表」の点数の

確認を行います。 

④ 発注者による審査の結果、「自己採点表」の点数に誤りがあった場合は、次のと

おり各評価項目の点数を取り扱います。 

・ 過大評価の場合（技術資料の審査の結果、得点が下がる場合） 

  …当該評価項目の点数を審査後の点数の１／２点とする。 

（「自己採点表」の点数を修正し、発注者が審査して確認した点数の１／２

点とします。その結果、端数が出た場合は小数第１位止め（第２位を四

捨五入）とします。） 

・ 過小評価の場合（技術資料の審査の結果、得点が上がる場合） 

…当該評価項目の点数を「自己採点表」の点数とする。 

（審査後の点数に関わらず、「自己採点表」の点数を修正しない。） 

⑤ ④の結果を基に再度評価値を算出し、評価値の最も高い者に変更がなければ、

その者を（その者が低入札価格で入札している場合は、低入札価格調査を実施

した上で）落札候補者として決定します。また、評価値の最も高い者が変動す

る場合には、変動後に最も評価値が高い者について再度③～⑤の審査を行い、

以降落札候補者が決定するまで繰り返します。 

⑥ ⑤で決定した落札候補者について、入札公告で定めた資格要件の確認を行い、

落札者を決定します。 

 

 



 

５ 各評価項目の基準日について 

(1) 企業の施工能力 

・各種建設機械の保有状況 

(2) 配置予定技術者の能力 

・保有する資格  

・継続教育(CPD)の取組状況 

・配置若手技術者 

(3) 地域精通性 

・工事場所と本店の位置関係 

(4) 企業の社会貢献度 

・障がい者の雇用状況 

・次世代育成支援の取組状況 

・男女共同参画の取組状況                

・ふくやまワーク・ライフ・バランス認定の有無 

・福山市災害応急対策協力事業者登録の有無 

・建設業労働災害防止協会への加入の有無 

・協力雇用主登録の有無 

 

６ その他の留意事項 

(1) 評価項目ごとの得点は、小数第１位止め（第２位を四捨五入）とします。（発注者の

審査時に、自己採点の過大評価があった場合に行う、審査後の点数を１／２点とす

る処理においても同様の取り扱いとします。） 

(2) 工事成績の得点について、平均点を求める必要がある場合には、平均点を小数第１

位止め（第２位を四捨五入）で算出してください。 

(3) 自己採点の結果が未記入（数字が判別できない場合、数字以外の文字が記入されて

いる場合を含む。）の項目については、当該項目の得点を「０点」とします。 

(4) 「自己採点表」が未提出の場合（入札公告等で定められた以外の方法による提出又

は指定の期日を過ぎて提出された場合を含む。）は、入札を無効とします。 

(5) 書面参加における「自己採点表」の提出方法は、福山市電子入札実施要領第１２条

第１項第３号の工事費内訳書提出の例に準ずるものとします。 

(6) 自己採点方式では、原則として提出された「自己採点表」等をもとに最高評価値の

入札者が提出した技術資料のみを審査し、評価値が第２位以下の者については審査

を行わないため、公表する評価値等は正しいものとは限りません。 

(7) 自己採点部分の技術資料の提出については、「自己採点表」等をもとに算出した評価

値の上位３者に対して依頼しますが、発注者による審査の結果、評価値の最も高い

者が変動する場合を除き、２位以下の者の技術資料については審査を行いません。 

(8) 自己採点部分の技術資料の提出は、提出を依頼した日の翌日（翌日が閉庁日の場合

各入札公告の 

開札日の前日

時点 



は翌開庁日）の午後５時までに提出してください。 

(9) 自己採点部分の技術資料の提出依頼を受けた者が、技術資料を提出しない場合（指

定された以外の方法による提出又は指定の期日を過ぎて提出された場合を含む。）

は、入札を無効とします。 

(10) 発注者による自己採点部分の技術資料の審査時に、提出された技術資料及び添付

資料で内容を確認します。添付漏れのないよう、十分に注意してください。 

（例：本市発注分以外の工事実績（コリンズ）の添付、技術者等の雇用関係を確認する書類や

資格者証の写しの添付、育児休業を規定している箇所の就業規則が添付することなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

資格要件確認書類の審査

落札者決定

最も評価値が高い者に間違いがあり、最
も評価値の高い業者が変動する場合は、
再度最も評価値の高い業者の審査を
繰り返し、以降決定するまで繰り返す。

自己採点表が未提出の場合は、入札を
無効とする。

総合評価方式（自己採点方式）のフロー

最も評価値が高い者が、調査基準価格未
満の価格で入札をしていた場合、低入札
価格調査を実施。

入札公告

自己採点表を電子入札システムに添付
して提出

開札

自己採点表と入札価格で各業者の
評価値を算出

評価値の上位３者に対して，自己採点
部分の技術資料の提出を依頼

最も評価値が高い者の技術資料の審査

落札候補者の決定


